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機関を次のように指定した。
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

広 瀬 病 院 今治市喜田村六丁目５－
１ 平成２７年４月１日

し の ざ き 整 形 外 科 今治市伯方町伊方甲１０２２
番地１ 平成２７年４月１日

米 田 歯 科 医 院 西予市野村町野村１２－４７
６ 平成２７年４月１日

お ぐ に 薬 局 宮 下 店 今治市宮下町一丁目１－
２１ 平成２７年４月１１日

清家消化器内科クリニック 宇和島市恵美須町一丁目
３番１０号 平成２７年５月１日

え び す 薬 局 宇和島市恵美須町一丁目
３－１０ 平成２７年５月１日

じょうとく内科クリニック 西条市神拝字七反地甲２１
７番１ 平成２７年５月１日

窪 田 歯 科 医 院 四国中央市川之江町２５３７
－１ 平成２７年５月８日

益 田 歯 科 西条市東町２８３ 平成２７年５月１１日

庄 野 薬 局 神 拝 店 西条市神拝甲２１４番地１ 平成２７年５月２５日

毎週（火・金）曜日発行 第２６７８号 平成２７年６月５日

平成２７年６月５日金曜日 第２６７８号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第７３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

井 原 飛雄馬 おれんじ鍼灸整
骨院 伊予郡松前町筒井３５１ 平成２７年

４月８日

竹 内 慶 助 ひのき鍼灸整骨
院

北宇和郡鬼北町永野市６３
８－３プラザビル

平成２７年
４月２０日

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

寺 井 歯 科 医 院 宇和島市新田町一丁目２
番３８号 平成２７年４月２８日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

米 田 歯 科 医 院 西予市野村町野村１２－４７
６ 平成２７年３月３１日

窪 田 歯 科 医 院 四国中央市川之江町２５６２ 平成２７年５月６日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ニュー兵頭 宇和島市丸之内三丁目６－２０ ケアーズ宇和島訪問看護ステ
ーション

宇和島市本町追手二丁目８－
２５ニュー兵頭追手店６Ｆ 平成２７年４月２２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ムラヤマ 新居浜市船木甲４３２２番地３ むらやま薬局 新居浜市船木甲４３２２番地３ 平成２７年４月２０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

久万高原町 上浮穴郡久万高原町久万２１２
番地

久万高原町立老人保健施設あ
けぼの

上浮穴郡久万高原町久万７１番
地１ 平成２７年１月５日

医療法人社団栗整形外科病院 四国中央市中之庄町３９８番地
１

通所リハビリテーションくり
のみ２

四国中央市中之庄町４０２番地
１ 平成２７年３月１日

株式会社ムラヤマ 新居浜市船木甲４３２２番地３ むらやま薬局 新居浜市船木甲４３２２番地３ 平成２７年４月２０日

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号

５９２
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�愛媛県告示第７４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サン・ファミリア 四国中央市下柏町６６１番地１ 訪問介護事業所サン・ファミ
リア

（変更後）
四国中央市下柏町６６１番地１

平成２７年４月１日
（変更前）
四国中央市下柏町６５３－１サ
ウザンド・サニー１０６号

株式会社サン・ファミリア 四国中央市下柏町６６１番地１ 訪問介護事業所サン・ファミ
リア

（変更後）
四国中央市下柏町６６１番地１

平成２７年４月１日
（変更前）
四国中央市下柏町６５３－１サ
ウザンド・サニー１０６号

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１－１ セントケアにいはま

（変更後）
新居浜市星原町１５番４７号星原
町１５－４７貸店舗１階１号室

平成２７年４月２０日
（変更前）
新居浜市宮西町４－４ジツタ
ビル１．２階

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サン・ファミリア 四国中央市下柏町６６１番地１ 訪問介護事業所サン・ファミ
リア

（変更後）
四国中央市下柏町６６１番地１

平成２７年４月１日
（変更前）
四国中央市下柏町６５３－１サ
ウザンド・サニー１０６号

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１－１ セントケアにいはま

（変更後）
新居浜市星原町１５番４７号星原
町１５－４７貸店舗１階１号室

平成２７年４月２０日
（変更前）
新居浜市宮西町４－４ジツタ
ビル１．２階

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ファミリエ 八幡浜市保内町宮内１番耕地
５７０番地１ デイサービス橙園 八幡浜市保内町宮内１番耕地

５８３番地１ 平成２７年３月３１日

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号

５９３
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�愛媛県告示第７４７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７４８号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� ２－（４－クロロ－２，５－ジメトキシフェニル）－Ｎ－

（３，４，５－トリメトキシベンジル）エタンアミン及びその

塩類

� ２－（４－エチル－２，５－ジメトキシフェニル）－Ｎ－

（２－メトキシベンジル）エタンアミン及びその塩類

� ３－［２－（２－メトキシベンジルアミノ）エチル］キナゾ

リン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジオン及びその塩類

� 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成２７年６月１日

�������
�愛媛県告示第７４９号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

東温市 滑川・明河の一
部

平成２３年度から
平成２４年度まで

東温市（滑川・明
河の一部）の地籍
図及び地籍簿

大洲市 新谷の一部 平成２４年度から
平成２５年度まで

大洲市（新谷の一
部）の地籍図及び
地籍簿

四国中央市 土居町上野� 平成２５年度から
平成２６年度まで

四国中央市（土居
町上野の一部）の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２７年６月５日

�������
�愛媛県告示第７５０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７５１号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市丸野字クルス５１３１、５１５８、５１５９の１、５２４３、５２４５から５２

４７まで、字新道ノ上５１５４、字クルス川５１５６、５１５７、字小ヒラ５２５０、

５２５１、５２５３から５２５６まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字クルス５１３１・５１５９の１・５２４３・５２４６・５２４７・字新道ノ上

５１５４・字小ヒラ５２５３から５２５５まで（以上９筆について次の図

に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ファミリエ 八幡浜市保内町宮内１番耕地
５７０番地１ デイサービス橙園 八幡浜市保内町宮内１番耕地

５８３番地１ 平成２７年３月３１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人沖縄徳
洲会宇和島徳洲
会病院

宇和島市住吉町２丁目６
番２４号

医療法人沖縄徳
洲会

平成３０年
５月２０日
まで

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年５月
２６日

愛媛県
第１２８６
号

魚かす
粉末

南海魚
粕粉末
６６０

窒素全
量６．０
りん酸
全量
６．０

該当無
し

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津２丁目２０番
３８号

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号
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�愛媛県告示第７５２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西条市下島山字湯船甲２６１６の１から甲２６１６の３まで、甲２６１８、

甲２６１９、字湯船谷乙５８の３

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字湯船甲２６１６の１から甲２６１６の３まで・甲２６１８・甲２６１９・

字湯船谷乙５８の３（以上６筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７５３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）

２ 作業期間 平成２７年７月１０日から

平成２８年３月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市、新居浜市、四国中央市、松野町、

鬼北町、愛南町

�愛媛県告示第７５４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７５５号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年６月５日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第７５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０２００１３４ 株式会社まる 今治市菊間町浜１２７２番
地 貝 崎 哲 也 放課後等デイ

サービス ゆいまーる あくあ 今治市美須賀町４丁目
１番４６号

平成２７年
５月１５日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００６５３ 有限会社ケアサポート
はな

今治市立花町三丁目５
番２１号 本 宮 順 子 居宅介護 ケアサポートはな 今治市立花町三丁目５

番２１号
平成２７年
５月１日

３８１０２００６５３ 有限会社ケアサポート
はな

今治市立花町三丁目５
番２１号 本 宮 順 子 重度訪問介護 ケアサポートはな 今治市立花町三丁目５

番２１号
平成２７年
５月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号 伊予市双海町高野川字新田原甲１０２８番２

旧 １３．６～２７．２ ０．０２０

新 １２．２～２７．２ ０．０２０

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号
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�愛媛県告示第７６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

保内町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２７年６月５日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第７５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年６月５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７５８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年６月５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年６月５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年６月５日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第７６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第５号

平成２７年５月２５日
伊予郡松前町大字筒井字南内開３４６番１、３４６番２、３４６番３、３４６番４

東温市牛渕１２９８番地１
� 須 賀 惠

松山市久万ノ台８８５番地
萬 屋 幸

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第６号

平成２７年５月２７日
伊予郡松前町大字昌農内字谷５７５番

松山市土居田町２１９番地５

ハイブリッジマンション２０３号

喜 安 伸 次

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第７号

平成２７年５月２６日
東温市南方字町裏５８２番１、５８３番１

松山市井門町３７３番地１

株式会社 上浮穴産業

代表取締役 西 岡 貞 夫

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第８号

平成２７年５月２６日
東温市樋口字前川甲１２７４番１、１２７４番３、１３８８番５

新居浜市船木甲４６１６番１

南国産業株式会社

代表取締役 加 藤 康 洋

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号
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訓 令

�愛媛県告示第７６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１４号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾８６８番１から

同市松尾９３３番１まで

旧 ４．４～２０．６ ０．１３５

新 ２０．６～８６．９ ０．１０５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
大洲市松尾８６８番１から

同市松尾９３４番１まで
平成２７年６月５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲１番３地先から

同町上老松甲７２１番１地先まで

旧 ８．７～１６．６ ０．７３０

新 ９．２～１６．６ ０．７３０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲１番３地先から

同町上老松甲７２１番１地先まで
平成２７年６月５日

愛 媛 県 報平成２７年６月５日 第２６７８号

５９７



改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

保

健

福

祉

課

１～６

省略

保

健

福

祉

課

１～６

省略

７ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１１～３ 省略 ７ 社会

福祉法

の施行

に関す

る事務

１１～３ 省略

４ 社会福祉主事に係る養成機

関及び講習会に関すること。

� 指定（第１９条第１項第２

号）

○

� 変更の承認（社会福祉法

施行令（以下この項におい

て「政令」という。）第６

条第１項）

○

� 変更の届出の受理（政令

第６条第２項）

○

� 報 告 の 受 理（政 令 第７

条）

○

� 報告の徴収（政令第８条

第１項）

○

� 指 示（政 令 第８条 第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第９

条）

○

８～１１

省略

８～１１

省略

１２ 社会

福祉士

及び介

護福祉

士法の

施行に

関する

事務

１ 社会福祉士に係る養成施設

及び介護福祉士に係る養成施

設に関すること。

� 指定（第７条第２号、第

３号、第３９条第１号から第

３号まで、社会福祉士及び

介護福祉士法施行令（以下

この項において「政令」と

いう。）第１１条第４項）

○

� 変更の承認（政令第４条

第１項、第１１条第４項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第４条第２項、第１１条第４

項）

○

� 報 告 の 処 理（政 令 第５

条、第１１条第４項）

○

� 報告の徴収（政令第６条

第１項）

○
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� 指 示（政 令 第６条 第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第７

条、第１１条第４項）

○

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 省略 １４ 省略

１６ 省略 １５ 省略

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

医

療

対

策

課

１～７

省略

医

療

対

策

課

１～７

省略

８ 歯科

技工士

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 ８ 歯科

技工士

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 歯科技工士養成所に関する

こと。

� 指定（第１４条第２号、歯

科技工士法施行令（以下こ

の項において「政令」とい

う。）第９条第２項）

○

� 変更の承認（政令第１１条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第１１条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１２

条）

○

� 報告の要求又は検査（政

令第１３条第１項）

○

� 指示（政令第１４条） ○

� 指定の取消し（政令第１５

条）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

９ 診療

放射線

技師法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略 ９ 診療

放射線

技師法

の施行

に関す

る事務

１～４ 省略

５ 診療放射線技師養成所に関

すること。

� 指定（第２０条第１号、診

療放射線技師法施行令（以

下この項において「政令」

という。）第７条第２項）

○
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� 変更の承認（政令第９条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第９条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１０

条）

○

� 報告の徴収（政令第１１条

第１項）

○

� 指示（政令第１１条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第１２

条）

○

１０ 理学

療法士

及び作

業療法

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略 １０ 理学

療法士

及び作

業療法

士法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 理学療法士養成施設及び作

業療法士養成施設に関するこ

と。

� 指定（第１１条第１号、第

２号、第１２条第１号、第２

号、理学療法士及び作業療

法士法施行令（以下この項

に お い て「政 令」と い

う。）第９条第２項）

○

� 変更の承認（政令第１１条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第１１条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１２

条）

○

� 報告の徴収（政令第１３条

第１項）

○

� 指示（政令第１３条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第１４

条）

○

１１ 視能

訓練士

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 １１ 視能

訓練士

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 視能訓練士養成所に関する

こと。

� 指定（第１４条第１号、第

２号、視能訓練士法施行令

（以下この項において「政

令」という。）第１０条第２

項）

○

� 変更の承認（政令第１２条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第１２条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１３

条）

○
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� 報告の徴収（政令第１４条

第１項）

○

� 指示（政令第１４条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第１５

条）

○

１２ あん

摩マツ

サージ

指圧師

、はり

師、き

ゆう師

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ はり師の養成施設、きゆう

師の養成施設又ははり師及び

きゆう師の養成施設に関する

こと。

１２ あん

摩マツ

サージ

指圧師

、はり

師、き

ゆう師

等に関

する法

律の施

行に関

する事

務

� 認定（第２条第１項第２

号、あん摩マツサージ指圧

師、はり師、きゆう師等に

関する法律施行令（以下こ

の部において「政令」とい

う。）第１条第２項）

○

� 変更の承認（第２条第３

項、政令第３条第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第３条第２項、第３項）

○

� 報 告 の 処 理（政 令 第４

条）

○

� 報告の徴収（政令第５条

第１項）

○

� 指 示（政 令 第５条 第２

項）

○

� 認定の取消し（政令第６

条）

○

２ 行政処分に係る他の都道府

県知事への通知（政令

第

１３条）

○ １ 行政処分に係る他の都道府

県知事への通知（あん摩マツ

サージ指圧師、はり師、きゆ

う師等に関する法律施行令第

１３条）

○

１３ 歯科

衛生士

法の施

行に関

する事

務

１ 歯科衛生士養成所に関する

こと。

� 指定（第１２条第２号、歯

科衛生士法施行令（以下こ

の項において「政令」とい

う。）第２条第２項）

○

� 変更の承認（政令第４条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第４条第２項、第３項）

○

� 報 告 の 処 理（政 令 第５

条）

○

� 報告の要求又は検査（政

令第６条第１項）

○

� 指示（政令第７条） ○
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� 指定の取消し（政令第８

条）

○

１４ 臨床

検査技

師等に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 臨床検査技師養成所に関す

ること。

� 指定（第１５条第１号、臨

床検査技師等に関する法律

施行令（以下この項におい

て「政令」という。）第１０

条第２項）

○

� 変更の承認（政令第１２条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第１２条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１３

条）

○

� 報告の徴収（政令第１４条

第１項）

○

� 指示（政令第１４条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第１５

条）

○

１５ 柔道

整復師

法の施

行に関

する事

務

１ 柔道整復師養成施設に関す

ること。

� 指定（第１２条第１項、柔

道整復師法施行令（以下こ

の項において「政令」とい

う。）第２条第２項）

○

� 変更の承認（第４条第１

項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第４条第２項、第３項）

○

� 報 告 の 処 理（政 令 第５

条）

○

� 報告の徴収（政令第６条

第１項）

○

� 指 示（政 令 第６条 第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第７

条）

○

１６ 臨床

工学技

士法の

施行に

関する

事務

１ 臨床工学技士養成所に関す

ること。

� 指定（第１４条第１号から

第３号まで）

○

� 変更の承認（臨床工学技

士学校養成所指定規則（以

下この項において「指定省

令」という。）第３条第１

項）

○
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� 変更の届出の受理（指定

省令第３条第３項）

○

� 報告の受理（指定省令第

５条）

○

� 報告の徴収（指定省令第

６条第１項）

○

� 指示（指定省令第６条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第７条）

○

１７ 義肢

装具士

法の施

行に関

する事

務

１ 義肢装具士養成所に関する

こと。

� 指定（第１４条第１号から

第３号まで）

○

� 変更の承認（義肢装具士

学校養成所指定規則（以下

この項において「指定省

令」という。）第３条第１

項）

○

� 変更の届出の受理（指定

省令第３条第３項）

○

� 報告の受理（指定省令第

５条）

○

� 報告の徴収（指定省令第

６条第１項）

○

� 指示（指定省令第６条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第７条）

○

１８ 救急

救命士

法の施

行に関

する事

務

１ 救急救命士養成所に関する

こと。

� 指定（第３４条第１号、第

２号、第４号）

○

� 変更の承認（救急救命士

学校養成所指定規則（以下

この項において「指定省

令」という。）第３条第１

項）

○

� 変更の届出の受理（指定

省令第３条第３項）

○

� 報告の受理（指定省令第

５条）

○

� 報告の徴収（指定省令第

６条第１項）

○

� 指示（指定省令第６条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第７条）

○
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１９ 言語

聴覚士

法の施

行に関

する事

務

１ 言語聴覚士養成所に関する

こと。

� 指定（第３３条第１号から

第３号まで、第５号）

○

� 変更の承認（言語聴覚士

学校養成所指定規則（以下

この項において「指定省

令」という。）第３条第１

項）

○

� 変更の届出の受理（指定

省令第３条第３項）

○

� 報告の受理（指定省令第

５条）

○

� 報告の徴収（指定省令第

６条第１項）

○

� 指示（指定省令第６条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第７条）

○

２０ 保健

師助産

師看護

師法の

施行に

関する

事務

１～１９ 省略 １３ 保健

師助産

師看護

師法の

施行に

関する

事務

１～１９ 省略

２０ 保健師養成所、助産師養成

所及び看護師養成所に関する

こと。

� 指定（第１９条第２号、第

２０条第２号、第２１条第３

号、政令第１１条第２項）

○

� 変更の承認（政令第１３条

第１項、第３項）

○

� 変更の届出の処理（政令

第１３条第２項、第３項）

○

� 報告の処理（政令第１４

条）

○

� 報告の徴収（政令第１５条

第１項）

○

� 指示（政令第１５条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第１６

条）

○

２１ 准看護師養成所に関するこ

と。

２０ 准看護師養成所に関するこ

と。

�～� 省略 �～� 省略

� 報告の受理（政令第１４条

第１項、第２０条）

○ � 報告の受理（政令第１４条

、第２０条）

○

� 報告の徴収 （政

令第１５条第１項、第２０条）

○ � 報告の徴収及び指示（政

令第１５条 、第２０条）

○

� 指示（政令第１５条第２

項、第２０条）

○
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� 指定の取消し（政令第１６

条第１項、第２０条）

○ � 指定の取消し（政令第１６

条 、第２０条）

○

２１ 省略 １４ 省略

２２ 省略 １５ 省略

２３ 省略 １６ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

健

康

増

進

課

１・２

省略

健

康

増

進

課

１・２

省略

３ 精神

保健福

祉士法

の施行

に関す

る事務

１ 精神保健福祉士に係る養成

施設に関すること。

� 指定（第７条第２号、第

３号）

○

� 変更の承認（精神保健福

祉士短期養成施設等及び精

神保健福祉士一般養成施設

等指定規則（以下この項に

お い て「指 定 省 令」と い

う。）第４条第１項）

○

� 変更の届出の受理（指定

省令第４条第２項）

○

� 報告の受理（指定省令第

７条）

○

� 報告の徴収（指定省令第

８条第１項）

○

� 指示（指定省令第８条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第９条）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 原子

爆弾被

爆者に

対する

援護に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略 ８ 原子

爆弾被

爆者に

対する

援護に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１・２ 省略

３ 指定医療機関に関するこ

と。

� 指定（第１２条第１項、政

令第２２条第１項）

○

� 指定の取消し（第１２条第

３項、政令第２２条第１項）

○

� 指導（第１３条第２項、政

令第２２条第１項）

○
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� 変更等の届出の受理（政

令第１２条、第２２条第２項）

○

� 指定の辞退の申出の受理

（政令第１３条、第２２条第２

項）

○

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

８ 認定疾病医療を担当する医

療機関の指定申請、変更等の

届出及び指定の辞退の申出の

進達（政令第１１条、第１２条、

第１３条）

○

９ 省略 ９ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 省略 １０ 省略

１２ 省略 １１ 省略

１３ 省略 １２ 省略

１４ 省略 １３ 省略

１５ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略 １４ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１～３ 省略

４ 指定療育機関に関するこ

と。

� 指定（第２０条第５項） ○

� 指定の取消し（第２０条第

８項）

○

� 指定の辞退の申出の受理

（省令第１６条）

○

� 報告の徴収及び検査（第

２１条の３第１項）

○

� 診療報酬の支払の一時差

止めの指示等（第２１条の３

第２項）

○

１６ 母子

保健法

の施行

に関す

る事務

１ 養育医療担当医療機関の指

定（第２０条第５項）

○ １５ 母子

保健法

の施行

に関す

る事務

１ 養育医療担当医療機関の指

定（第２０条 ）

○

２ 指定養育医療機関の指定の

取消し（第２０条第７項、児童

福祉法第２０条第８項）

○ ２ 指定養育医療機関の指定の

取消し（第２０条

）

○

３ 指定養育医療機関からの指

定辞退の申出の受理（母子保

健法施行規則第１３条）

○ ３ 指定養育医療機関からの指

定辞退の申出の処理（母子保

健法施行規則第１３条）

○

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略
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組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

薬

務

衛

生

課

１～１０

省略

薬

務

衛

生

課

１～１０

省略

１１ 生活

衛生関

係営業

の運営

の適正

化及び

振興に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～１５ 省略 １１ 生活

衛生関

係営業

の運営

の適正

化及び

振興に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１～１５ 省略

１６ 振興計画に関すること。

� 認定（第５６条の３第１

項、政令第９条第１項、第

４項）

○

� 実施状況の報告の受理

（第５６条の３第４項、政令

第９条第１項）

○

� 変更の認定（政令第６条

第１項、第９条第１項、第

４項）

○

� 認定の取消し（政令第６

条第２項、第９条第１項、

第４項）

○

１７ 省略 １６ 省略

１８ 省略 １７ 省略

１９ 省略 １８ 省略

２０ 省略 １９ 省略

１２ 省略 １２ 省略

１３ 理容

師法の

施行に

関する

事務

１ 理容師養成施設に関するこ

と。

１３ 理容

師法の

施行に

関する

事務

� 指定（第３条第３項） ○

� 変更等の承認（理容師養

成施設指定規則（以下この

項において「指定省令」と

いう。）第６条）

○

� 変更等の届出の受理（指

定省令第８条から第１０条ま

で）

○

� 報告の徴収（指定省令第

１２条第１項）

○

� 指示（指定省令第１２条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第１３条第１項）

○

２ 省略 １ 省略

３ 学力の認定（理容師法施行

規則附則第７条第１２号、第８

条第６号）

○ ２ 養成施設の調査（第４条、

理容師法施行令第１条）

○

１４ 美容

師法の

施行に

１ 美容師養成施設に関するこ

と。

１４ 美容

師法の

施行に� 指定（第４条第３項） ○
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関する

事務

� 変更等の承認（美容師養

成施設指定規則（以下この

項において「指定省令」と

いう。）第５条）

○ 関する

事務

� 変更等の届出の受理（指

定省令第７条から第９条ま

で）

○

� 報告の徴収（指定省令第

１１条第１項）

○

� 指示（指定省令第１１条第

２項）

○

� 指定の取消し（指定省令

第１２条第１項）

○

２ 省略 １ 省略

３ 学力の認定（美容師法施行

規則附則第７条第１２号、第８

条第６号）

○ ２ 養成施設の調査（第４条第

５項、美容師法施 行 令 第１

条）

○

１５ 省略 １５ 省略

１６ 食品

衛生法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 １６ 食品

衛生法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 食品衛生管理者及び食品衛

生監視員の養成施設に関する

こと。

� 登録（第４８条第６項第３

号、食品衛生法施行令（以

下この部において「政令」

という。）第９条第１項第

１号、第２項、第２０条第１

号）

○

� 変更の届出の処理（政令

第９条第２項、第１６条、第

２０条第２号）

○

� 報告の徴収（政令第９条

第２項、第１７条）

○

� 登録の取消し（政令第９

条第２項、第１８条、第２０条

第３号）

○

３ 食品衛生管理者に係る講習

会に関すること。

� 登録（第４８条第６項第４

号、政令第３４条第１号）

○

� 変更等の届出の処理（政

令第２５条、第２６条、第３４条

第２号）

○

� 適合命令（政令第２８条） ○

� 改善命令（政令第２９条） ○

� 登録の取消し等（政令第

３０条、第３４条第３号）

○

� 報告の徴収（政令第３２

条）

○
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� 立入検査（政令第３３条第

１項）

○

４ 省略 ２ 省略

５ 省略 ３ 省略

６ 省略 ４ 省略

１７ 製菓

衛生師

法の施

行に関

する事

務

１ 省略 １７ 製菓

衛生師

法の施

行に関

する事

務

１ 省略

２ 製菓衛生師養成施設に関す

ること。

� 指定（第５条第１号） ○

� 内容変更等の承認（製菓

衛生師法施行令（以下この

項 に お い て「政 令」と い

う。）第２１条第１項）

○

� 届出の受理（政令第２１条

第２項）

○

� 報告の徴収（政令第２２条

第１項）

○

� 指示（政令第２２条第２

項）

○

� 指定の取消し（政令第２３

条）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

１８・１９

省略

１８・１９

省略

２０ 調理

師法の

施行に

関する

事務

１ 調理師の免許及び登録並び

に免許証の交付（第３条

、第５条）

○ ２０ 調理

師法の

施行に

関する

事務

１ 調理師の免許及び登録並び

に免許証の交付（第３条第１

項、第５条）

○

２ 調理師養成施設に関するこ

と。

� 指定（第３条第１号） ○

� 内容変更の承認（調理師

法施行令（以下この部にお

いて「政令」という。）第

１条の２）

○

� 届出の受理（政令第１条

の３、第１条の４）

○

� 報告の徴収（調理師法施

行規則（以下この部におい

て「省令」という。）第１０

条第１項）

○

� 指示（省令第１０条第２

項）

○

� 指定の取消し（省令第１１

条）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略
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５ 名簿の訂正（政令

第１１条第１

項）

○ ４ 名簿の訂正（調理師法施行

令（以下この部において「政

令」という。）第１１条第１

項）

○

６ 省略 ５ 省略

７ 省略 ６ 省略

８ 省略 ７ 省略

９ 省略 ８ 省略

１０ 省略 ９ 省略

１１ 学力の認定（省令附則第３

項第７号）

○ １０ 指定養成施設に関するこ

と。

� 指定申請書、変更承認申

請書及び変更等届書の進達

（政令第１条の２、第１条

の３、第１条の５）

○

� 入所者数及び卒業者数の

届出の受理（政令第１条の

４）

○

２１ 省略 ２１ 省略

２２ 食鳥

処理の

事業の

規制及

び食鳥

検査に

関する

法律の

施行に

関する

事務

１ 食鳥処理衛生管理者の養成

施設に関すること。

� 登録（第１２条第５項第３

号、食鳥処理の事業の規制

及び食鳥検査に関する法律

施行令（以下この部におい

て「政令」という。）第７

条第１号）

○

� 変更の届出の処理（政令

第３条、第７条第２号）

○

� 報 告 の 徴 収（政 令 第４

条）

○

� 登録の取消し（政令第５

条、第７条第３号）

○

２ 食鳥処理衛生管理者に係る

講習会に関すること。

� 登録（第１２条第５項第４

号、政令第２１条第１号）

○

� 計画の届出及び変更の届

出の受理（政令第１１条第３

項）

○

� 変更等の届出の処理（政

令第１２条、第１３条、第２１条

第２号）

○

� 適合命令（政令第１５条） ○

� 改善命令（政令第１６条） ○

� 登録の取消し等（政令第

１７条、第２１条第３号）

○

� 報告の徴収（政令第１９

条）

○
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� 立入検査（政令第２０条第

１項）

○

２３ 省略 ２２ 省略

２４ 省略 ２３ 省略

２５ 省略 ２４ 省略

２６ 省略 ２５ 省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

子

育

て

支

援

課

１～６

省略

子

育

て

支

援

課

１～６

省略

７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略 ７ 児童

福祉法

の施行

に関す

る事務

１ 省略

２ 指定児童福祉司養成施設等

に関すること。

� 指定（第１３条第２項第１

号）

○

� 変更の承認（政令第３条

の２第３項）

○

� 変更の届出の受理（政令

第３条の２第４項）

○

� 報告の受理（政令第３条

の２第５項、第６項）

○

� 報告の徴収等（政令第３

条の２第７項）

○

� 指定の取消し（政令第３

条の２第１０項）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 省略 ３ 省略

５ 省略 ４ 省略

６ 省略 ５ 省略

８～１３

省略

８～１３

省略

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

長

寿

介

護

課

１～８

省略

長

寿

介

護

課

１～８

省略

９ 戦没

者等の

妻に対

する特

別給付

１ 省略 ９ 戦没

者等の

妻に対

する特

別給付

１ 省略

２ 証明書の交付（戦没者等の

妻に対する特別給付金支給法

施 行 令 第１条 第３項、第４

項）

○
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金支給

法の施

行に関

する事

務

３ 省略 金支給

法の施

行に関

する事

務

２ 省略

１０ 戦没

者等の

遺族に

対する

特別弔

慰金支

給法の

施行に

関する

事務

１ 省略 １０ 戦没

者等の

遺族に

対する

特別弔

慰金支

給法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 証明書の交付（戦没者等の

遺族に対する特別弔慰金支給

法施行令第１条第３項、第４

項）

○

３ 省略 ２ 省略

１１ 戦没

者の父

母等に

対する

特別給

付金支

給法の

施行に

関する

事務

１ 省略 １１ 戦没

者の父

母等に

対する

特別給

付金支

給法の

施行に

関する

事務

１ 省略

２ 証明書の交付（戦没者の父

母等に対する特別給付金支給

法施行令第１条第３項、第４

項）

○

３ 省略 ２ 省略

１２～２３

省略

１２～２３

省略

２４ 戦傷

病者特

別援護

法の施

行に関

する事

務

１～３ 省略 ２４ 戦傷

病者特

別援護

法の施

行に関

する事

務

１～３ 省略

４ 指定医療機関の指定（第１２

条）

○

５ 指定医療機関に対する指導

（第１３条第２項、第２０条第３

項 ）

○ ４ 指定医療機関の指導、報告

及び検査等（第１３条、第１５

条、第１６条）

○

６ 診療報酬の額の決定（第１５

条第１項、第２０条第３項）

○

７ 報告の徴収及び検査（第１６

条第１項、第２０条第３項）

○

８ 診療報酬の支払の一時差止

め（第１６条第２項、第２０条第

３項）

○

９ 省略 ５ 省略

１０ 省略 ６ 省略

１１ 省略 ７ 省略

２５ 戦傷

病者等

の妻に

対する

特別給

１ 省略 ２５ 戦傷

病者等

の妻に

対する

特別給

１ 省略

２ 証明書の交付（戦傷病者等

の妻に対する特別給付金支給

法施行令第２条第３項、第４

項）

○ ２ 国庫債券の買上げ及び担保

貸付け（戦傷病者の妻に対す

る特別給付金支給法施行令第

２条）

○
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公 告
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�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成２８年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２７年１１月９日（月） 学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２８年１月７日（木） 学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２８年３月２日（水） 学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

平成２８年１月８日（金） 学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

平成２８年３月２日（水） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

� 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農 産 園 芸 コ ー ス

果 樹 コ ー ス ２年 ５５人

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（平成２８年３月に卒業見込みの
者を含む。）

� �に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以上の学
力を有すると認めた者

� アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

リーダー養成コース ２年 １０人

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による短期大学を卒業した者（平成２８年３月
に卒業見込みの者を含む。）

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（平成
２８年３月に卒業見込みの者を含む。）
� �及び�に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以
上の学力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

小論文

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年６月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

付金支

給法の

施行に

関する

事務

３ 国債の担保貸付内申 ○ 付金支

給法の

施行に

関する

事務

２６ 省略 ２６ 省略

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年５月２５日 特定非営利活動法人
日本カイロプラクティック同盟 北 川 英 樹 松山市衣山５丁目１５３５番地 この法人は、カイロプラクティックの技術の向

上を図るとともに、カイロプラクティック技術
を活かしたチャリティー治療会や、災害救援、
国際協力などの活動を行うことにより、公益の
増進に寄与することを目的とする。
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ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学、

理科）

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

小論文

イ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

小論文

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

平成２７年１０月５日（月）から１６日（金）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

平成２７年１２月７日（月）から１８日（金）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２８年２月８日（月）から１９日（金）まで

� アグリビジネス科

ア 一般入学試験（１次募集）

平成２７年１２月７日（月）から１８日（金）まで

イ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

平成２８年２月８日（月）から１９日（金）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６か月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

学校又は出身中等教育学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

平成２７年６月５日 発行
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